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市区町村における精神保健業務に関するアンケートの概要

実施主体
令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する政策研究」（研究代表者：藤井千代）
分担研究「自治体における包括的ケアの推進に関する研究」（研究分担者：野口正行）

調査対象

調査目的
令和6年4月より施行予定の改正精神保健福祉法において、精神障害者に加えて日常生活を営む上での精神保健に関する
課題を抱える者の精神保健に関する相談等が市町村の業務として位置づけられたことを踏まえて、現在の市区町村の精
神保健福祉士や精神保健福祉相談員の配置状況、業務内容、求められるスキル等を把握すること。

回答数

調査方法
各都道府県に研究班が作成した調査票を送付し、各都道府県から各市区町村に調査票と依頼文書を送付するよう依頼。各
市町村は研究班に調査票を提出、研究班においてデータの集計・分析を実施した。調査期間は、2023年２月～３月。

調査項目
精神保健福祉相談員・講習会に関する認知、精神保健福祉相談員の配置状況及び役割、精神保健福祉相談員に求められる
能力・スキル、精神保健福祉士の配置状況及び役割、精神保健に関する業務を担っている職種、重層的支援体制整備事業
の実施状況、重層的支援体制整備事業と精神保健相談の関連など

全国の市区町村（N=1741）

813（回答率46.7％）
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精神保健福祉相談員の配置部署

（精神保健福祉相談員配置ありの３１自治体対象，複数回答）
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精神保健福祉相談員が担っている役割

（精神保健福祉相談員配置ありの３１自治体対象，複数回答） 4



精神保健福祉相談員に求められるスキル

精神保健（メンタルヘルス）、
精神疾患・精神障害に関する知識

％

（精神保健福祉相談員配置ありの３１自治体対象，複数回答）
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各職種の精神保健業務の実施状況

6



重層的支援体制整備事業における
メンタルヘルス課題等に関係する支援

（重層的支援体制整備事業を実施している105自治体対象）
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重層的支援体制整備事業におけるメンタルヘルス課題等の相談先

（重層的支援体制整備事業を実施している105自治体対象，複数回答）

％
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重層的支援体制整備事業における
メンタルヘルス課題等に対応できる体制整備の必要性

（重層的支援体制整備事業を実施している105自治体対象）
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メンタルヘルス課題等に対応するうえで望まれる体制整備

（重層的支援体制整備事業を実施している105自治体対象，複数回答）

％

庁内（保健センターを含む）に精神保健福祉士を配置する、または増員する

庁内（保健センターを含む）に精神保健福祉相談員を配置する、または増員する

庁内（保健センターを含む）に心理職（公認心理師/臨床心理士）を配置する、または増員する

庁内（保健センターを含む）の保健師（精神保健福祉相談員以外）を増員する
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重層的支援体制整備事業の実施と精神保健福祉相談員の役割

（精神保健福祉相談員配置ありの３１自治体対象，複数回答）11



精神保健福祉相談員の役割と役割を果たすために必要な知識・技術
（調査結果を踏まえて）

役割

求められる知識・技術

• 精神疾患・精神障害によって医療・福祉を利用している者への相談支援
• メンタルヘルス課題がある者、潜在的ニーズがある者の発見、情報提供、
理解の促進、支援、医療の導入の援助等

• 庁内外の関係機関・関係者との連携・協働

• 精神保健、精神疾患、精神障害に関する知識
• アセスメント（見立て）ができること
• 個別相談、支援、必要に応じた医療導入ができること
• 庁内外の関係機関・関係者との連携・協働ができること
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精神保健福祉相談員養成講習会に含める内容
①精神保健、精神疾患、精神障害に関する知識
メンタルヘルスの基礎知識（ストレス脆弱性、トラウマなど）
主な精神疾患とその治療に関する基礎知識
利用できる制度・サービス、関連法規、精神保健医療福祉施策の動向、権利擁護
②アセスメント（見立て）に関すること
疾病性と事例性、緊急性の見方、ニーズアセスメント
世帯全体のアセスメント
③個別相談、支援、必要に応じた医療の導入の援助に関すること
メンタル不調への対応、コミュニケーションの基本
事例検討
④庁内外の関係機関・関係者との連携・協働に関すること
関係機関の業務と役割に関する知識
事例検討
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精神保健福祉相談に関する高い専門性を有する自治体専門職

一般的なヘルスケア、福祉的支援を提供する自治体職員

講習の対象

精神保健福祉相談員の講習の対象層（案）

このレベルの職員を養成するための方策については別途検討が必要

対象層を検討するうえでの着目ポイント
• 精神保健福祉相談員養成講習修了者を増やすことで、市町村の精神保健福祉相談の充実と、精神保健福

祉相談に関する高い専門性を有する職員への過剰な業務の集中を軽減させる
• 精神保健福祉相談に関する高い専門性を有する職員の養成を別途検討する必要がある

このレベルの職員への基礎的な研修も別途検討が必要

精神保健福祉に関する相談支援を
行う自治体職員
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